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国名 スイス

公的年金の体系

被保険者

（◎強制△任意×非加入）

・　基礎年金：◎国内居住者，◎国外居住かつ国内就労者，△非EU加盟国に居住す

るスイス市民およびEU市民で５年以上スイスの強制保険に加入していた者

・　強制職域年金：◎被用者（同一雇用者から年収CHF20,520超の者）△CHF20,520

以下の被用者，自営業者

保険料率（2008年） ・　被保険者：老齢年金・遺族年金：4.2％，障害年金：0.7％，強制職域年金：年齢

に応じ７－18％

・　自営業者：老齢年金・遺族年金：7.8％，障害年金：1.4％（年収CHF20,520超

の場合）

・　使用者：老齢年金・遺族年金：4.2％，障害年金：0.7％，強制職域年金：少なく

とも被用者と同等

支給開始年齢 ・　老齢年金：基礎年金・強制職域年金とも，男65歳，女64歳。

・　遺族年金：基礎年金・職域年金とも故人と5年以上婚姻関係にあった45歳以上の

寡婦（夫），扶養児を持つ寡婦は45歳以下でも可。

基本受給額 平均生涯年収に基づいている。２段階の定額部分があり，基礎年金の最低額は平均報

酬の20％，最高額は平均報酬の40％に相当する。（OECD調べ）

給付の構造 ・　老齢年金：基礎年金：年収CHF39,780以下＝CHF9,810＋年収×13/600，年収

CHF39,780超＝CHF13,790＋年収×8/600. 強制職域年金：個人口座の積立基金

の男7.05％，女7.10％

・　障害年金：基礎年金・強制職域年金：老齢年金と同じ。障害の程度に応じて減額。

・　遺族年金：基礎年金：寡婦80％，遺児40％，孤児最大60％。強制職域年金：寡婦

は60％，遺児は20％

所得再分配 基礎年金において，保険料は定率である一方，給付において定額部分があるため，所

得再分配がある。

公的年金の財政方式 ・　基礎年金：賦課方式＆国庫負担＆税方式（付加価値税とカジノ課税の一部）

・　強制職域年金：積立方式

国庫負担 ・　連邦補助金により，老齢年金・遺族年金費用の19.55％，障害年金費用の37.7％

を負担　国は基礎年金の19.55％を負担。

・　付加価値税とカジノ課税の一部も含めた公的負担は全体の27.8％（上記の

19.55％を含めて）

年金制度における最低保障 ・　老齢年金（基礎年金）：月額CHF1,105（満額の場合）

・　遺族年金（基礎年金）：月額CHF884（遺児はCHF442）

無年金者への措置 公的扶助による。

公的年金と私的年金 公的な基礎年金，半公的な強制職域年金，私的な個人年金で構成

国民への個人年金情報の提

供

基礎年金については基礎年金基金に問い合わせて払い込まれた貯蓄額を知ることがで

きる。定年数年前には年金額を計算してもらえる。企業年金（強制職域年金）では，

毎年被用者に定年時の年金額（遺族年金額）を含めた詳細な証書が書面で送付される。

個人年金は銀行や保険会社などが情報を提供し，奨励される。

国名 スイス 

公的年金の体系 

j  

被保険者 

（◎強制△任意×非加入） 

・ 基礎年金：◎国内居住者、◎国外居住かつ国内就労者、△非 EU 加盟国に居住するスイス市

民および EU 市民で 5 年以上スイスの強制保険に加入していた者 
・ 強制職域年金：◎被用者（同一雇用者から年収 CHF,20,520 超の者）△CHF20,520 以下の被

用者、自営業者 
保険料率（2008年） ・ 被保険者：老齢年金・遺族年金:4.2%、障害年金:0.7%、強制職域年金:年齢に応じ 7-18% 

・ 自営業者：老齢年金・遺族年金:7.8%、障害年金:1.4% (年収 CHf20,520 超の場合) 
・ 使用者：老齢年金・遺族年金:4.2%、障害年金:0.7%、強制職域年金:少なくとも被用者と同等 

支給開始年齢 ・ 老齢年金：基礎年金・強制職域年金とも、男 65 歳、女 64 歳。 
・ 障害年金：基礎年金は 40％以上、強制職域年金は 40％以上の障害のある者 
・ 遺族年金：基礎年金・職域年金ともは故人と 5年以上婚姻関係にあった 45歳以上の寡婦（夫）、

扶養児を持つ寡婦は 45 歳以下でも可。 
基本受給額 ・ 老齢年金：基礎年金：年収 CHF39,780 以下=CHF9,810+年収×13/600、年収 CHF39,780

超=CHF13,790+年収×8/600. 強制職域年金：個人口座の積立基金の男 7.05%, 女 7.10% 
・ 障害年金：基礎年金・強制職域年金：老齢年金と同じ。障害の程度に応じて減額。 
・ 遺族年金：基礎年金：寡婦 80％、遺児 40％、孤児最大 60%。強制職域年金：寡婦は 60％、

遺児は 20％ 
給付の構造 ・ 老齢年金：65 歳以上の男性および 64 歳以上の女性の被保険者（21 歳からの納付で満額）。 

・ 障害年金：基礎年金は 40％以上、強制職域年金は 50％以上の障害のある者 
・ 遺族年金：基礎年金：1 人以上の扶養児を持つ寡婦、故人と 5 年以上婚姻関係にあった 45

歳以上の寡婦、18 歳未満の扶養児を持つ寡婦、1 人以上の扶養児を持ち、かつ 10 年以上故

人と婚姻関係にあった離婚した元配偶者、および 18 歳未満の遺児 
 

所得再分配 基礎年金において、保険料は定率である一方、給付において定額部分があるため、所得再分配が

ある。 
公的年金の財政方式 ・ 基礎年金：賦課方式＆国庫負担＆税方式（付加価値税とカジノ課税の一部） 

・ 強制職域年金：積立方式 

国庫負担 ・ 連邦補助金により、老齢年金・遺族年金費用の 19.55%、障害年金費用の 37.7%を負担 国

は基礎年金の 19.55%を負担。 
・ 付加価値税とカジノ課税の一部も含めた公的負担は全体の 27.8%(上記の 19.55%を含めて) 

年金制度における最低保障 ・ 老齢年金（基礎年金）：月額 CHF1,105 (満額の場合) 
・ 遺族年金（基礎年金）：月額 CHF884（遺児は CHF442） 

基礎年金 
（老齢年金、障害年金、遺族年金） 

国民保険制度 

被用者（公務員を含む） 自営業者等 

強制職域年金 
(同一雇用者から年収

CHF19,890 超の被用者） 

個人年金 

任意職域年金 
(左記以外の者） 

�� : 保険を受けて

�� : 19

�� : 890

�� : 月収

�� : 雇用者

�� : 50

�� : 最大 80

�� : 子

�� : 子

�� : スイス人

���� : 所得再分配の意味がわ

かりません 

�� : なし

�� : ？

���� : 連邦補助金とは何でし

ょうか？ 

�� : ほかに、

�� : を

�� : 充当



各国の年金制度（スイス）

165

スイスの年金制度

ガナリン裕見子（スイス日本ライフスタイル研究会

会員）

１．制度の特色

　スイスの年金制度は，『３本の柱』のコンセプト

を原則とし，第一の柱は，国が管理する老齢・遺族

年金，障害年金，第二の柱は企業年金，第三の柱は

個人貯蓄である。このコンセプトは1972年の国民投

票によって可決され，連邦憲法によって保証されて

いる。

⑴　第一の柱：老齢・遺族年金AHV（ドイツ語）/
AVS（フランス語），障害年金IV/AI

　AHV/AVSは国（連邦社会保険局）が管理する

老齢・遺族年金，および障害年金である。スイスに

住む外国人を含む全住民を対象としている。各自が

掛け金を支払った年数と，その期間の平均年収で支

給額が決まる。AHVの給付最高額で定年後の最低

限の生活ができることを保証すると唱えているが，

実際にはAHVだけの年金額で生活することは難し

い。足りないと判断されればAHV年金金庫から補

助金がおりる。

⑵　第二の柱：企業年金（ペンションスカッセ）

　第二の柱は企業年金と言われる老齢・遺族年金，

障害年金である。日本の厚生年金，共済年金に近い。

AHVが定年後の生活の最低限を保障するのに対し，

企業年金は定年前の生活水準を維持することが目的

である。第一と第二の柱を合わせた年金受給額は，

定年直前の給料の約60％になることを目標としてい

る。

⑶　第三の柱：任意の優遇貯蓄

　個人がする任意の貯蓄で，毎年一定額までを銀行

や保険会社の第三の柱の特別口座に貯蓄できる。老

後の資金を目標とするために，国が税制上の優遇策

を設けて奨励しているが，同時に制約もある。個人

貯蓄とは言え，誰にでもこの貯蓄が認められるわけ

ではなく，企業年金に加入していることが条件。

AHVだけの場合や自営業者は貯蓄額が別に規定さ

れている。

２．沿革

1850年以前－慈善機関，相互援助や貧困援助機関な

どがスイスの社会保障の幕開けとなった。

1877年－工場労働者を保護する工場労働法が制定さ

れ，スイス初の社会保障の基準となる。

1889年－鉄道業および水運業において従業員の老齢

年金開設の法律的な規定ができる。

1890年－国レベルでの社会保障の基礎が連邦法で制

定される。

1902年－軍事年金の導入。

1918年－健康保険，事故保険が導入され，強制事故

保険の基礎が築かれる。

1918年－工場労働法の施行により，工場労働者年金

基金に関する最初の規定が設けられる。

1925年－連邦政府は，老齢・遺族年金を導入し，後

日障害年金も導入することを委任される。

1936年－債務法の改定により，従業員の年金制度に

対する法的な基盤が築かれる。

1947年－国民投票で大多数で可決された後，1948年

に連邦老齢・遺族年金法が施行される。

1950年－失業保険が導入される。法制定は州の政治

にまかされる。

1953年－農業従業者に対する家族手当が連邦法によ

って施行。

1959年－連邦障害年金法の施行。

1972年－連邦憲法で３本の柱の年金制度が制定され

る。企業年金が第二の柱としてこのコンセプトに融

合され，AHVの補完として強制加入と宣言され，

強制企業年金の導入の基盤となる。

1985年－連邦企業年金法BVG/LPP（職業上の老齢・

遺族年金，障害年金）が施行される。また，優遇貯

蓄（第三の柱）を規定する条例ができる。

1995年－従業員が雇用主を変えた場合，企業年金に

貯蓄された年金資金のうち雇用主の拠出分も次の雇

用主の年金基金にもっていけるという法律が施行。

同年に，自己利用住宅を購入する場合，企業年金の

資金を用いることが認められる法律が施行。

1997年－AHVの第10回改正が行われ，年金の男女

平等が認められ，これまでの夫婦年金から個人年金

制度（スプリッティング）を実施。女性の定年が62

歳から64歳に引き上げられる。

2000年－新連邦憲法が施行。３本の柱の年金制度は

111条から113条において制定される。
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2005年－企業年金の第一回改正が行われる。詳しい

ことは「３．制度体系の概要」で説明。

３．制度体系の概要

⑴　第一の柱：AHV（老齢・遺族年金）とIV（障

害年金）

　国が管理する年金制度。勤労者は18歳，学生，無

職者は20歳から加入義務。定年（男性65歳，女性64

歳）まで保険料を支払う。主婦（主夫）の場合，夫

（妻）が最低掛け金の２倍以上を支払っていれば，

自分で支払わなくても掛け金を支払っているとみな

される。加入者から徴収した掛け金を年金受給者へ

の支払いに当てるという財政システム。従業員の場

合，雇用主と本人それぞれが給与の5.05％の掛け金

を支払う。自由業者の場合は全額自己負担になるが，

収入により掛け金率が異なる。

⑵　第二の柱（企業年金）

　企業年金法BVGが定める企業年金。管理運営は

年金基金が行う。18歳以上の年収19,890フラン以上

の従業員は企業年金加入義務。雇用主が認めればそ

れ以下の収入でも加入可。自営業者も任意で特定の

企業年金基金に加入できる。18歳から24歳までは死

亡・障害のリスクに対して補償，25歳から老齢年金

への貯蓄が始まる。

⑶　第三の柱（任意の個人貯蓄）

　企業年金に加入している従業員は，毎年決まった

額までを銀行の特別口座（第三の柱3a口座）に払

い込める。企業年金に加入していない従業員や自営

業者は年収の20％まで払い込める。3a口座に払い

込んだ額は課税所得から控除できる。老後の資金を

目標としているため，認められた理由以外は口座か

ら引き出せるのは定年年齢の５年前からである。利

子が一般貯蓄より高く設定されている。

４．給付算定方式，スライド方式

⑴　第一の柱　AHVの給付額の計算

　掛け金を支払った年数と平均年収で支給額が決ま

る。最高加入年数は44年。44年間の収入を合計し，

再評価指数（給与や物価変動を考慮）を掛け，44で

割った数が平均年収。加入年数ごとに支給額の表が

できている。44年の場合，2008年度の個人の最高

AHV年金額（月額）は2,210フラン，最低額は1,105

フラン，夫婦の月額最高額は3,315フランである。

⑵　第二の柱　企業年金の給付額の計算

　算定方式は報酬方式と拠出方式の２通りある。報

酬方式は定年前の最終給与額を基準に，保険対象給

与額の例えば60％の額を年金として受け取ることが

できる。掛け金はこの年金額が支払われる大きさの

貯蓄資金額から逆算される。このため給与が上がれ

ば，そのたびに掛け金を増やし補充しなければなら

ない。拠出方式はそれまで実際支払った掛け金の総

額に，例えば2008年度は2.75％，2009年は２％の利

子を加算した金額が基準になる。年金額は最終貯蓄

額に年金算定率をかけて算出する。

　最近ではほとんどの年金基金が，後者の拠出方式

の算定方式を採用している。

⑶　第三の柱　任意の優遇貯蓄

　算定方式はない。定年までに蓄えた資金を定年時

に引き出せる。この時，一般の所得税より優遇され

た税金を支払う。

スライド方式

　AHVの年金額は物価の上昇などに合わせて数年

おきに調整される。

５．負担，財源

⑴　第一の柱　老齢・遺族年金（AHV），障害年金

（IV）

　従業員の場合，雇用主と本人それぞれが給与の

5.05％の掛け金を支払う。自由業者の場合は全額自

己負担になるが，収入により掛け金率が異なる。

⑵　第二の柱　企業年金

　掛け金率は年齢によって異なる（以下の表参照）。

一般に従業員と雇用主が折半で拠出。

《年齢別による企業年金掛け金率》

年齢（男性，女性） 保険対象給与に
対する掛け金率 従業員が支払う分

25－34 ７％ 3.5％

35－44 10％ ５％

45－54 15％ 7.5％

55－65（女性64） 18％ ９％

⑶　第三の柱　3a口座への優遇貯蓄

　企業年金に加入している従業員は，2009年現在最

高額6,566フランまでを第三の柱口座（3a口座）に

払い込める。企業年金に加入していない従業員や自

営業者は年収の20％まで，但し最高額32,832フラン
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まで払い込める。

　第一の柱と第二の柱の財源は基本的に保険料でま

かなう。

６．財政方式，積立金の管理運用

第一の柱　AHVの財政は保険料でまかなう。加入

者が支払った保険料で定年者の年金を支払う仕組み。

資金の運用は市場で運用されるが，安全性が第一で，

株式市場に投資する割合は企業年金の割合に比べて

少ない。企業年金の財政も保険料でまかなうが，そ

の運営はそれぞれの企業年金基金で自由に決定でき

る。株式市場に投資する資金の割合は，連邦社会保

険局の定める条例に従うが，時によっては50％にお

よぶ場合もある。

７．制度の企画，運営体制

⑴　第一の柱　老齢・遺族年金（AHV），障害年金

（IV）

　国，厳密には連邦社会保険局が管理する年金。

AHV年金局は全国で100ほどあり，連邦政府や州，

各種の産業連盟によって運営されている。雇用主は

自己の拠出金と従業員の掛け金を合わせてその会社

の属する年金基金に払い込む。自営業者にも州が監

督する独自の年金基金がある。

⑵　第二の柱　企業年金

　スイスには企業年金基金は全国で多数あり，2004

年現在では2900余りある。連邦社会保険局が企業年

金の全体的な指導・監督をしているが，それぞれの

年金基金は企業年金法BVGの定める最低限の補償

を提供する義務はあるが，あとは独自に運営するこ

とができる。ほとんどの年金基金が最低限以上の補

償をしているのが普通である。

⑶　第三の柱：個人の任意優遇貯蓄

　銀行での貯蓄には２種類ある。一つは法律で定め

られた利子がつく普通預金。もう一つは預金額の一

部を有価証券などへ投資する運用型口座。後者の場

合，一定の利子はつかない。銀行のほかに保険会社

で口座を開くこともできる。この場合預金額は生命

保険を含んだ投資商品に運用される。一番一般的な

のは銀行の第三口座での普通預金。運営はそれぞれ

銀行，保険会社が行う。

８．最近の議論や検討の動向，課題

（今後の見通し，評価を含む）

　OECDの判断によれば，スイスの３本の柱をコン

セプトとする年金制度は模範とされている。しかし，

2000年から2002年，また2007年から現在に至る金融

危機，経済危機下の株価暴落により，年金金庫は莫

大な額の資金を失った。金融市場が落ち着きを取り

戻せば，損失も回復される可能性があるが，制度の

根本的な問題は残っている。他の先進国と同様，ス

イス社会も高齢少子化が進んでおり，現在の年金制

度では将来の資金不足が明瞭だからである。特に第

一の柱AHVの年金制度は，その年の掛け金収入で

その年の年金支給をまかなうという制度である。こ

の制度が導入された1948年には理想的な方式であっ

たが，これからは収入と支出のバランスが崩れ，

2013年には赤字に転じると予想され，年金制度の大

胆な改正が必要とされている。

　第二の柱である企業年金は原則として加入者が蓄

えた資金が年金として支給されるが，加入者の平均

寿命が伸びることによる問題がある。このため2005

年に企業年金の第一回改正が行われ，それまでの年

金算定率7.2％が2014年までの10年間で，6.8％まで

序々に引き下げられることになった。ところがこの

改定でも十分ではなくなり，算定率を2011年までに

6.4％まで引き下げるべきという草案が提出され，

2010年春に国民投票にかけられることになっている。

可決されれば賢明な決定となるだろうが，否決され

た場合，将来掛け金の上昇は避けられないだろう。

これらの事情を背景に，将来の年金額に対する不安

から，定年退職時に年金資金を一時金として全額払

い戻す人が増えている。年金生活者がこの資金を使

い果たし，最終的には生活保護で生活するようにな

る可能性を心配する向きもある。また企業年金の掛

け金率は高齢になるにつれ上がる仕組みのため，高

齢の従業員は雇用主にとって負担になることから，

早期退職を増やしている。高齢者の再就職，転職も

この理由によって非常に難しい。今後は少なくとも

雇用者側の掛け金率が，年齢に関わらず一定になる

ような改定が行われるのではないだろうか。




